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Pick Up 

総代がきまりました 
第 26 期の総代選挙は立候補締め切りの 10 月 30 日までに立候補者が 110 人でした。 
11 月 2 日に新しい総代の方々に総代決定通知をお送りしました。 
12 月 3 日（日）、東京労働会館 7 階ラパスホールで第 25 回総代会が開催されます。 
12 時半受付開始、13 時開会です。 
11 月 23 日に総代会議案書を総代の方々にお送りします。第 25 期事業報告と第 26 期事業計画が書

かれています。決議については書面でも可能ですが、総代の方々のご参加をお待ちしております。 

通常総代会招集通知書 
生活協同組合・東京高齢協 

理事⾧ 庭野 吉也 
１．日 時:令和 5 年 12 月 3 日（日）13 時 00 分 開会 (12 時半開場:受付開始) 
２．会 場:ラパスホール（豊島区南大塚 2-33-10 東京労働会館７階） 
３．議 題 

第 1 号議案:第 25 期（2022 年 10 月 1 日～2023 年 9 月 30 日） 
事業報告、決算関係書類等承認及び剰余金処分案決定の件 
監査報告 

第 2 号議案:第 26 期（2023 年 10 月 1 日～2024 年 9 月 30 日） 
事業計画及び予算決定の件 

第 3 号議案:総会及び総代会運営規約改訂の件 
第 4 号議案:役員報酬限度額決定の件 

 ４．総代本人が実出席できない場合の留意事項 
 （１）書面議決書について 
   ①書面議決書は、総代会開会までに提出してください。 
    郵送の場合は、前日の 12 月 2 日（土）までに届くように投函してください。 
   ②書面議決書に賛否の表示がない場合は、保留として取り扱います。 
   ③書面議決書が重複して出された場合は、無効として取り扱います。 
 （２）代理人について 
   ①総代会での議決権の行使を代理人に委任する場合は、委任状に必要事項を記入して 

署名または記名押印のうえ、代理人にお渡しください。代理人には総代会当日、会 
場受付にその委任状をご提出いただきます。 

 ②1 人の代理人が代理できる総代は 2 人までです。 

 



 

 
 
 

第 25 回総代会は、12 月 3 日に開催されます。そこで改めて東京高齢協の組織について確認して
みましょう。 
「総代会」 

高齢協の方針を決定するための最高機関です。通常年１回開催し、その年の予算や年間の事業・
活動方針、役員の選出などについて審議し、議決します。 
「理事会・代表理事」 

理事会は、総代会で決定された方針に基づいて具体的な計画を決める決定機関です。 
理事会で選定した代表理事が、高齢協の代表者として業務を執行します。そして、代表理事の業

務執行の状況を理事会が監督します。 
「監事」 

高齢協の財産状況や、理事の業務執行が法令や定款にのっとって、かつ適正におこなわれている
かどうかを監査します。 
 

そして高齢協のそれぞれの事業所や施設をまとめる部会があります。 
図のように、介護事業所は指定管理施設より少なくなってしまいましたが、それぞれの地域で

しっかりサービスを提供しています。 
介護事業と指定管理施設は地域の高齢者福祉の拡充を展開する東京高齢協の

2 本柱です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

わたしたちの組織について 



 

 
 
 

 
東京高齢協は、11 月 1 日から新宿区で 9 か所の高齢者施設を運営

することになりました。年度途中の協定締結となり、本部は連日バタ
バタしております。 

さて、みなさまは「指定管理者制度」という制度をご存じですか? 
聞きなれない方も多いと思います。少しご説明いたします。 

 
１．いつから 

2003 年に地方自治法の改正により指定管理者制度が開始されました。公の施設の管理運営を「民
にできることは民で」とする当時の小泉内閣の改革路線の一環として進められました。これにより
民間活力の導入（アウトソーシング）が多くの自治体で広がっていきました。 
 
２．公の施設とは 

公の施設とは、①その自治体の住民が利用するもの、②住民の福祉増進を目的とするもの、③自
治体が設置するもの、という要件を満たす施設です。 

具体的には、体育施設（体育館やプールなど）、教育・文化施設（文化会館や図書館、美術館な
ど）、社会福祉施設（老人福祉施設、児童福祉施設、保育園）、公営企業（公立病院や上水道、下水
道など）、そして公園や学校も入ります。 
 
３．メリット 

指定管理者には、民間事業者として蓄積したノウハウがあります。民間の企画・アイデアを生か
すことで多様化する住民ニーズに対応し、従来の自治体にはないサービスを提供することができま
す。利用者満足度の向上にもつながります。また、選定手続きを公募とすることで、民間業者間の
競争原理に基づき自治体の経費縮減にもつながります。 
 
４．デメリット 

指定管理者が自治体に代わって公の施設の運営をするので、住民の要望が自治体に伝わるのに時
間がかかり、速やかに対応できない場合もあります。指定期間ごとに指定管理者が変わることによ
って、提供するサービスに継続性や連続性を保ちにくくなります。また、指定期間の終了を迎え、
新たな指定管理者を公募しても、現行の指定管理者しか手が上がらず、運営に関する新たな提案が
出にくいという問題もあります。 
 
５．東京高齢協は 

わたしたちは、平成 18 年から指定管理者として練馬区、新宿区、品川区の高齢者施設を運営し
てきました。5 年ごとに更新を繰り返してきていますが、常に変化する地域住民のニーズを把握し
新たな提案を行っています。また、これまでのノウハウを生かし新たな自治体での公募に挑戦して
います。 

今後も高齢協の活動をご支援ください。 

指定管理者制度とは 



高田馬場シニア活動館 

 

 

 

 
11 月から東京高齢協が運営を開始しました。 
新宿区には 50 歳から利用できるシニア活動館が 4 館あり

ます。東京高齢協はすでに信濃町シニア活動館を平成 21 年
から運営していますが、これで 2 つめのシニア活動館の運営
となりました。 

高田馬場シニア活動館は、JR 山手線、西武新宿線、メトロ
東西線の高田馬場駅から徒歩で約 10 分の所にあります。早
稲田通りから少し奥に入った静かな住宅街です。 

玄関前には大きな桜の木が 2 本あり、春にはお花見を楽し
むことができます。 

館内には、キッチンスペースがあり「男の料理教室」などに利用しています。 
屋上にはりっぱな菜園があり、近隣の児童館の児童と一緒に収穫祭を楽しんでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿地域交流館から異動となり、11 月より高田馬場シニア活動館の館⾧を務め
させていただく事になりました石井です。職員たちに支えられ、どうにか 1 週間が
経ちました。高田馬場シニア活動館は 2 階建てで、大きな窓がありとても開放的で

す。屋上があるのも特徴で、季節に合わせた伝統野菜が実
り、壁沿いにみごとなジャスミンの花が咲いています。初
めて施設を訪れた時、優しい甘い香りが漂っていたのが印
象的です。 
 今まで作り上げてきた地域の皆様との関わりを大切に、利用者さんたちが
変わらず笑顔で来館して頂けるよう、頑張っていきたいと思います。 
 お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 
 

高田馬場シニア活動館 石井 友恵  

 



  
 
 
 
 
 
 
   

早稲田南町地域交流館  

 

 
早稲田南町地域交流館も 11 月から東京高齢協が運営を開

始しました。 
10 月までは児童館と地域交流館は一緒に運営されていま

したが、11 月からはそれぞれ別々の法人が運営しています。 
早稲田南町地域交流館は、メトロ東西線の早稲田駅から徒

歩で約 2 分の所にあります。早稲田通りから「漱石山房」の
案内を探すと、その先に見つけることができます。 

施設は 2 階にあります。1 階には保育園、3 階には児童館
という複合施設です。 

他の地域交流館と同様に入浴ができます。大広間には卓球 
台もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

新館⾧就任に際しての抱負 
令和 5 年 11 月 1 日に早稲田南町地域交流館に館⾧として就任しました安田

です。 
わたくしは以前、練馬区の施設はつらつセンターで一般職員、また同区にあ

ります敬老館では館⾧をしておりました。 
就任に際しまして取り組みたいことは、利用者の皆様が楽しく元気で健康に

過ごして頂ける館にすることです。 
男性女性問わず楽しんで頂ける新規事業の立ち上げや事業内容の充実、多世代交流の機会を増やす

などを行っていきます。 
また、利用者さんや町会、自治体、他館との連携を密にとり、皆様の声を形にし、風通しの良い館

を目指します。 
不慣れな点もございますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

早稲田南町地域交流館 館⾧ 安田 広昭  



  
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 

 
  
 

11 月 1 日より新宿地域交流館の館⾧を務めさせて頂く事になりました大山です。 
副館⾧として、あっという間に 7 ヶ月が過ぎての着任となりましたが、館職員や

本部、他館の皆さんのお力添えを頂きながら、まずは「安心安全」な館運営を第一に
考えて進んでいきたいと思います。 

前任の石井館⾧は、町会や利用者さん、各関係機関の方々と非常に良好な関係を築
いてこられていた為、それを引き継ぐプレッシャーも感じています。 

前職の特別養護老人ホームの介護職の時に、並行してボランティア活動なども行っ
ていた為、多様な方々と接する機会も頂いていましたので、それらの経験も活かしながら、前任の石井館
⾧が築いてこられた財産を引き継ぎつつ、自分なりに上積みをしていけるように努力していこうと考えて
います。 

どうぞよろしくお願いいたします! 
新宿地域交流館 館⾧ 大山 拓也  

 

 
はじめまして。１１月１日より東京高齢協 本部に入協しました加藤剛史と申します。 
前職では印刷資機材販売商社の受発注業務・経理・総務・社内システム管理等をしておりました。 
入協初日から２ヵ所の指定管理施設のパソコンやネットワークのセットアップ作業をしたように、

パソコン関連のことについては経験を有しております。 
趣味は旅行や DIY 等色々とありまして、興味を持ったことについては何で

もやってみる熱しやすい性格ですが、⾧続きしない冷めやすい面もあります。 
ここ２年ほど母の介護をしている中で、私にとって福祉が密接なものにな

っており、この仕事を通してさらに理解を深めつつ、皆さまのご期待に沿える
よう精進してまいります。 

よろしくお願いいたします。 
本部 加藤 剛史  

 
 
 
 

 
 

第 21 期総代会から 20 年以上高齢協でお仕事をしてくださった方々に表彰状とお祝いをお贈りし
ています。コロナ禍でのサービス提供において、ご自身の健康管理はもちろん、利用者の皆さまの健
康管理にも留意し、毎日の業務ありがとうございました。 

今期は 5 名の方を総代会で表彰いたします。今後ともよろしくお願いいたします。 
 

 

新人紹介 

永年勤続表彰 



 

ためして脳トレ 

①ひょう ②曇り ③雨 ④快晴  
⑤あられ ⑥晴れ ⑦雷 ⑧霧 

Q2. A～F のお天気記号はそれぞれどの空模様を表しているか 
①～⑧の中から選んでください。 

Q3. 秋や冬にちなんだ難読漢字、いくつ読めますか。 

①椪柑  ②雪花菜  ③馴鹿  ④団栗 

⑤案山子 ⑥赤蜻蛉  ⑦凩   ⑧炬燵 

A B C D E F 

Q1. 矢印の方向に注意しながら?に漢字を入れてそれぞれ 4 つの 
二字熟語を完成させてください。 

天 

耳 青 

白 

? 

正 

見 年 

日 

? 

① ② 



東京高齢協 のぞみ 03-5856-0886
東京高齢協 世田谷訪問介護 青い空　　  　03-5426-6831
東京高齢協 ふじみ 03-6905-7858
東京高齢協

042-577-0399

東京高齢協 町田地域センター                 042-789-5303
東京高齢協 ひなた 03-3577-2800

信濃町シニア活動館　　　　　　　　　　　　　　　03-5369-6737
上落合地域交流館　　　　　　　　　　　　　　　 03-3360-1414
山吹町地域交流館                               03-3269-6189
新宿地域交流館                                  03-3341-8955
中落合地域交流館                               03-3952-7163
高田馬場シニア活動館 03-3362-4560
早稲田南町地域交流館 03-3208-2552
高野台敬老館 03-3996-5135
大崎ゆうゆうプラザ                                 03-5719-5322

いよよ華やぐ倶楽部 03-5904-9011(本部)

版の会　 03-5904-9011(本部) お問合せ下さい
練馬かんらんの会 090-2661-0991(本多) お問合せ下さい

03-5940-0731

ふじみサロン 03-6905-7858 お問合せ下さい
サロン木曽の里 042-789-5303 町田市本町田2507-7 ハ-14
こめカフェ 03-5426-6831(青い空) お問合せ下さい

地域・活動グループからのお知らせ
12月17日(日)  「大江戸骨董市」をめぐる
東京国際フォーラム 1階地上広場

東京フロイデ合唱団
　　　　(関係団体)

東京高齢協介護福祉事業所

東京高齢協指定管理者受託施設

国立地域センター
ふぁみり～・さぽーと

生活協同組合・東京高齢協は「最期まで自分
らしく輝いて生きたい」の思いを実現する、
ささえあいの協同組合です。
ぜひ、東京高齢協の活動に一緒に参加しませ
んか?本部にご連絡ください!
① 所定の加入申込書に必要事項を記入して
　 ご提出して下さい。
② 出資金（1,000円/1口）を1口以上
　 お預けいただきます。

Q1 ①空　②月
Q2 A＝④　B＝②　C＝⑥　D＝⑧
　    E＝③　F＝①
Q3  ①ぽんかん　②おから　③となかい
　    ④どんぐり　⑤かかし　⑥あかとんぼ
　    ⑦こがらし　⑧こたつ

猛暑が続いたため、夏がいつ終わったのかわからなかった。
気が付いたらカレンダーの残りはあと1枚。
慌ただしさは夏も冬も関係ないが、やはり年の瀬を迎える
となると気持ちが落ち着かない。
そんな時、気持ちを静めるためにやっていることは、線香
立ての掃除。
線香立てには線香の残りがいっぱい沈んでい
る。新聞紙の上で、割りばしを使って1本ず
つ拾い上げていくと焦った気持ちが落ち着い
てくる。そして手を合わせた人たちとの思い
出が蘇ってくる。

編集後記

入会案内

ためして脳トレ＜答え＞

東京高齢協ニュース
2023年・秋号

11月10日発行(通算197号)

生活協同組合・東京高齢協
理事⾧ 庭野吉也

〒170-0005豊島区南大塚3-43-12
Tel 03-5904-9011
Fax 03-5904-9012

Mail info@t-koureikyou.or.jp
URL http://t-koureikyou.or.jp/

12月3日(日) 14:00開演 第23回「第九」演奏会
東京芸術劇場 コンサートホール


